
お客さまへの大切なお知らせ/当金庫では、職員がご自宅やお勤め先でお客さまから現金、通帳、証書、払戻請求書等をお預かりする際には、受領事実や
預かり事実を証するものとして必ず専用の「受取証(書)」を作成してお渡しいたしますので、「受取証(書)」は必ずお受取りいただきますようお願いいたします。

店頭に説明書をご用意しております。

詳しくは、窓口または営業係にお問い合わせください。

〃令和2年4月1日現在〄

しずおか焼津信用金庫は持続可能な開発目標（SDGs）に取組む地元中小事業者を支援しています。

借入できる方

以下の条件を満たす法人および個人事業者
・当金庫の会員資格を有する事業者
・諸税の延滞のない事業者
・資金使途を【SDGsの目標達成に必要な「設備資金」 「運転資金」】とする際は、以下①～③のいずれかに該当し、資料の提出が可能
な事業者であること
①「静岡市SDGs宣言制度」のSDGs宣言事業所・団体に登録されており、同宣言書の写しを当金庫に提出できる事業者である。
②経営目標等にSDGsへの取組みを宣言しており、会社案内やホームページ、社内報等で同宣言内容が記載された資料（写しでも
可）を当金庫に提出できる事業者である。

③SDGs宣言をしていないが、事業上の取組みが実質的にSDGsに即しており、金庫担当者が別紙「SDGsセレクトローン取上申請
書」を作成可能な事業者である。

・その他、当金庫所定の条件を満たす事業者

資金使途

以下の事業用資金が対象
・事業用太陽光発電設備設置資金
・事業用低公害車購入資金
・その他、環境対策を目的とした事業用 「設備資金」
および「運転資金」
・SDGsの目標達成に必要な「設備資金」および「運転資
金」

金利
当金庫所定の金利（変動金利）
※団体信用生命保険制度ご利用の場合は、 融資利率に団信保険料

率が上乗せされます。

金利優遇
当金庫が定める所定金利より最大年1.000%の金利優遇を
行います。

保証人
・法人…原則代表者1名
・個人事業主…原則配偶者、後継者等から1名

融資金額
・設備資金100万円以上1億円以内（1千円単位）
・運転資金100万円以上1,000万円以内（1千円単位）

保証料
信用保証協会をご利用の場合は、同協会所定の保証料が必要
となります。

融資期間
・設備資金1年以上10年以内
・運転資金1年以上5年以内

その他

・金利、返済額の試算等につきましては、窓口にお申し出ください。
・１事業所１件の取扱いとさせていただきます。
・お申込みに際しては事前の審査をさせていただきます。
結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
・返済条件を変更する場合には手数料がかかる場合があります。

返済方法
元金均等毎月返済または元利均等毎月返済
（設備資金のみ当初2年間の返済据置可）

融資形式 証書貸付

担保 原則不要


